
 

 

倫理審査に関する書類の流れ 

平成 26年 6月 9日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迅速審査の場合 

申請者 

担当事務 

倫理審査委員長 

 

倫理審査委員会本審査 

 

迅速審査を担当とした委員以外の各

倫理審査委員に様式 3 を送付 

※倫理審査申請書・研究計画書は 

送付しない。 

 

 

 

担当事務 

 

研究所長 

 

担当事務 

 

申請者 

 

 

倫理審査委員長が様式 2 の倫理 

審査委員会意見書を記載※ 

迅速審査では合わせて様式３を記載 

申請書と研究計画を電子ﾌｧｲﾙで送信 

受付番号を付して倫理審査委員長へ 

合わせて電子ﾌｧｲﾙも送信 

本審査の決定⇒英語申請書・研究計画の場合には 

和訳添付の依頼（申請者は電子ﾌｧｲﾙで提出） 

※修正を要する場合、倫理委員長が

申請者に直接修正を指示した計画

書を確認の上で下流に流す/修正し

た計画書には冒頭にその旨記載。 

 

 

申請書・研究計画（要修正の場合には修正後の計画書）・

様式 2 倫理審査委員会意見書 

 

 

研究の許可不許可を決定し様式 2 に記載 

 

 

承認番号を記載し申請者に通知 

 

 

ヒトゲノム遺伝子関連の研究の場合、報告

を受けた委員が理由を付して倫理審査委員

会における再審査を求める事が出来る。 

 

 

 

倫理審査委員長 

 

 

担当事務 

 

本審査以外 

 

本審査が妥当と 

認められる場合 

（委員長が判断） 

判断） 

 


